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中部民商共済会第30回総会開く

総会で選出された輛役員
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用保険の料率は、前年度と変わらず、

表のとおりです。
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今総会に寄せ られたメッセージ
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確定申告を終えた会員から 「『収支内訳書』が税務署か
ら送られてきたが、どうしたらいいのか?」 との問い合わ
せが来てい讀す。

「収支内訳書」は提出しな<て も罰則はありません。第
101国 会でも 「零細業者に過大な負担を押し付けてはな

l l‖ らない」と付帯決議をおこなつています。
収支内訳書については法制化されているものの、提出するかどうかは納税者

本人が決めることであり、提出 しないことでの罰則はありません。近年消費税

調査のための売上を把握するために、収支内訳書の提出を強要する動きがあり

ますが毅然と対応することが嚇要です。

消費税の 「控除対象仕入税額の計算表」 (付表 2・ 5)に ついても罰則規定

はな<、 提出 しなくても申告書そのものは有効と回答 しています。

支部 。班などで全商連 「自主計算バンフレット」に基づき学習し、その上で
「内訳書」提出の有無や内容について話 し合いましょう。

▲今総会で選出された新役員

▲総会方針を聞く代議員の皆さん

平成25年 4月 以降

保険率 事業主 従業員

一般 135/1000 85/1000 5/1000

農林水産

清酒製造
155/1000 95/1000 6/1000

建設 165/1000 105/1000 6/1000


